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検
察
庁
に
対
す
る
法
務
大
臣
の
指
導
監
督
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

検
察
庁
は
法
務
省
に
属
す
る
一
行
政
機
関
で
あ
り
、
法
務
大
臣
に
よ
る
指
導
監
督
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
す
る

が
、
確
認
を
求
め
る
。

二

法
務
大
臣
は
内
閣
に
属
す
る
一
閣
僚
で
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
指
導
監
督
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
す
る

が
、
確
認
を
求
め
る
。

三

本
年
一
月
十
三
日
、
か
つ
て
小
沢
一
郎
民
主
党
幹
事
長
の
秘
書
を
務
め
て
い
た
石
川
知
裕
代
議
士
の
議
員
会
館
の
事
務
所

に
、
小
沢
幹
事
長
の
資
金
管
理
団
体
「
陸
山
会
」
の
収
支
報
告
書
の
記
載
に
不
透
明
な
点
が
あ
る
と
し
て
、
東
京
地
方
検
察

庁
特
別
捜
査
部
に
よ
る
強
制
捜
索
が
行
わ
れ
、
同
月
十
五
日
、
石
川
代
議
士
は
政
治
資
金
規
正
法
違
反
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ

た
。
右
に
関
し
て
昨
年
末
の
段
階
か
ら
新
聞
社
等
の
各
報
道
機
関
に
よ
る
報
道
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
検
察
庁
し
か
知
り
得

な
い
捜
査
に
関
す
る
情
報
が
な
ぜ
外
部
に
漏
れ
て
い
た
の
か
、
大
き
な
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
石
川
代
議
士
も
当
方

に
対
し
て
、
聴
取
を
受
け
た
際
に
話
し
た
内
容
が
、
石
川
代
議
士
本
人
は
誰
に
も
話
し
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
そ
の
ま
ま

新
聞
記
事
の
中
で
、
カ
ギ
括
弧
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
と
話
し
て
い
た
。
石
川
代
議
士
と
、
石
川
代
議
士
を
聴
取
し
た
検

察
官
し
か
知
り
得
な
い
情
報
が
、
石
川
代
議
士
が
他
人
に
話
し
て
い
な
い
中
で
他
者
に
漏
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
一
方

一



の
当
事
者
で
あ
る
検
察
側
が
「
リ
ー
ク
」
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
千
葉
景
子
法
務
大
臣
は
、
右
の
事
件
に

関
す
る
検
察
庁
の
対
応
を
含
め
、
一
連
の
検
察
庁
の
業
務
遂
行
の
あ
り
方
に
対
し
、
適
切
な
指
導
監
督
を
行
え
て
い
る
か
。

鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


